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令和 7年 9月10日㊌
キャンペーンホームページ

対象となるお支払い方法

ポイント付与のルール

加盟店シール

みさとと。pay 加盟店
※非加盟店は対象外

加盟店での
お支払い額（税別）の

美郷町民以外の方は

（最大20,000pt）
＊レシート申請はできません。 
50％50％

半額
まつり

2 0 2 5

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

みさとと。payの電子マネーを使った下記のお支払い

対象となるお支払い額（税別※1）の50％のみさとと。payポイントを付与（最大20,000pt）
※1 税率は一律10％で換算します（軽減税率は適用されません）

みさとと。payカード、またはみさとと。payアプリを利用したお支払い
みさとと。payアプリを利用したお支払い（カードによる支払いは対象外）

本キャンペーンについてのお問合せ先　美郷町商工会 TEL：0855-75-0805 または 美郷町産業振興課 TEL：0855-75-1214

町民の方

町民以外の方



「みさとと。pay」を加盟店で利用しよう！

自身の「みさとと。pay」町民カードを用意
「みさとと。pay」に電子マネーをチャージ

加盟店で
みさとと。payカード または アプリでの支払い

「みさとと。pay」ビジターカードを美郷町商工会で
手に入れる
「みさとと。pay」アプリを下記よりダウンロード
アプリにビジターカード番号等を登録
「みさとと。pay」に電子マネーをチャージ

加盟店でアプリでの支払い（カード支払いは対象外）

美郷町商工会 TEL：0855-75-0805 または 美郷町産業振興課 TEL：0855-75-1214

●「みさとと。pay」加盟店でチャージ
●「みさとと。pay」アプリからチャージ

●「みさとと。pay」加盟店でチャージ
●「みさとと。pay」アプリからチャージ

キャンペーンホームページの加盟店一覧をご覧ください。

出資や債務の支払い・切手、官製はがき、印紙の購入・商品券、ビール券、
酒券、図書券、プリペイドカード等の有価証券の購入・仕入れ等の際の資
金・たばこの購入（たばこ事業法第36条により）・邑智郡指定ごみ袋・公
共料金・病院での診察料など医療福祉に関わる支払い。

カードを最後にご利用された日から1年間。

50％50％
付与日：令和7年9月10日㊌

●付与されたポイントは「みさとと。pay」加盟店でご利用いただけます。

●クレジットカード（Visa・Mastercard・JCB・AMEX・DINERS）
●au PAY

のポイント付与

令和7年8月1日㊎
　　　  ～31日㊐

キャンペーン期間

STEP1 STEP1
STEP2

STEP3

STEP2
STEP3
STEP4

STEP5

令和7年8月8日㊎
            ～17日㊐

キャンペーン期間

「みさとと。pay」アプリ
　　ダウンロードはこちら！

アプリをダウンロードでいつでも、どこでも
「みさとと。pay」電子マネー残高にチャージが出来ます！

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

チャージラインナップ

お問合せはこちら

キャンペーン▶
ホームページ　

「みさとと。pay」への電子マネーチャージはアプリが便利「みさとと。pay」への電子マネーチャージはアプリが便利「みさとと。pay」への電子マネーチャージはアプリが便利「みさとと。pay」への電子マネーチャージはアプリが便利

美郷町民
の方へ

美郷町民
以外
の方へ

加盟店一覧

キャンペーン対象とならない商品

ポイントの有効期限

ビジター
カード

町民カ
ード

※現金、みさとと。payの「ポイント」、他の電子決済でのお支払いは対象外となります。 ※現金、みさとと。payの「ポイント」、他の電子決済でのお支払いは対象外となります。


